
平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

   市道の廃止について 

 

 市道を次のように廃止する。 

 

熊本市長  幸 山 政 史 

 

起      点 
議案番号 路 線 名 

終      点 

重要な 

経過地 

秋津町沼山津４７１番 地先 
議第１１５号 

沼山津 

 第５８号線 秋津町沼山津４３６番１ 地先 
 

御幸木部町１６８８番 地先 
議第１１６号 

木部 

 第６９号線 御幸木部町１７０８番 地先 
 

神水本町８９５番 地先 
議第１１７号 

神水本町 

 第２３号線 神水本町９３１番 地先 
 

白藤町９３９番 地先 
議第１１８号 

白藤町 

 第３号線 白藤町９１６番 地先 
 

新南部町５４３番５ 地先 
議第１１９号 

新南部町 

 第２号線 新南部町６０５番 地先 
 

新南部町５５８番４ 地先 
議第１２０号 

新南部町 

 第３号線 新南部町５４７番 地先 
 

 

 （提出理由） 

  次の事由に伴う市道廃止について、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０

条第３項の規定に基づき、市議会の議決を求める必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 

  (1) 開発行為 

  (2) 一部払下げ 

(3) 河川改修 
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